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○歳入 （単位：万円）

項　目 今年度
予算額

前年度から
の増減額　

前年度
比率　

①国庫支出金 206,692 ▲ 18,787 91.7％

②保険税
一般分 191,963 ▲ 1,272 99.3％
退職分 11,525 ▲ 35,212 24.7％
合 計 203,488 ▲ 36,484 84.8％

③前期高齢者交付金 119,645 119,645 ※
④共同事業交付金 83,051 ▲ 7,687 91.5％
⑤繰入金 68,811 12,999 123.3％
⑥退職交付金 54,791 ▲ 83,060 39.7％
⑦県支出金 37,028 ▲ 2,826 92.9％
⑧繰越金 3,000 0 0.0％
⑨その他 921 32 103.7％
⑩合計 777,427 ▲ 16,168 98.0％

○歳出 （単位：万円）

項　目 今年度
予算額

前年度から
の増減額　

前年度
比率　

⑪保険給付費
一般分 454,694 101,493 128.7％
退職分 53,276 ▲ 89,541 37.3％
合 計 507,970 11,952 102.4％

⑫後期高齢者支援金 94,259 94,259 ※
⑬共同事業交付金 83,053 0 0.0％
⑭介護納付金 51,423 ▲ 1,015 98.1％
⑮老人保健拠出金 20,421 ▲ 127,782 13.8％
⑯総務費 13,468 2,505 122.9％
⑰保健事業費 5,897 3,817 283.5％
⑱その他 936 96 111.7％
⑲合計 777,427 ▲ 16,168 98.0％
※新設された項目のため、前年度比率はありません。

今年度の本庄市国民健康保険当初予算額は、

７７億７，４２７万円（前年度比  98.0%)
※詳しい内訳は、下表をご覧ください。

た
た
め
、
減
収
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。

歳
入
そ
の
２
〜
新
た
な
財
政
措
置
、

前
期
高
齢
者
交
付
金
〜

　

そ
の
１
に
あ
る
よ
う
な
状
況
か

ら
、
国
保
に
対
す
る
新
た
な
財
政

措
置
と
し
て
前
期
高
齢
者
交
付
金

（
同
③
）
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
「
前
期
高
齢
者
」
に

該
当
す
る
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

国
保
加
入
者
の
医
療
費
の
一
部
が

基
金
か
ら
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
財
政
措
置

に
も
か
か
わ
ら
ず
減
収
額
が
大
き

い
た
め
、
市
の
一
般
会
計
か
ら
前

年
度
以
上
に
繰
り
入
れ
を
し
て
い

る
（
同
⑤
）
の
が
現
状
で
す
。

歳
出
そ
の
１
〜
保
険
給
付
費
は
前

年
度
比
２
・
４
％
増
〜

　

保
険
給
付
費
で
は
、
退
職
者
医

療
制
度
の
改
正
が
全
体
に
与
え
る

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
（
退
職
分
の

保
険
給
付
費
の
減
額
が
一
般
分
の

増
額
に
な
る
た
め
）
で
し
た
。

　

し
か
し
、
乳
幼
児
や
70
歳
以
上

の
高
齢
者
が
医
療
機
関
を
受
診
し

た
際
の
本
人
負
担
割
合
の
拡
大
・

変
更
な
ど
に
よ
り
、
全
体
と
し
て

２
・
４
％
の
増
額
と
な
っ
て
い
ま

す
。
（
同
⑪
）

　

ま
た
、
保
険
給
付
費
の
対
象
者

数
は
減
少
（
前
年
度
比
率
で
約
98
・

７
％
）
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
保
険
給
付
費
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
加
入
者
一
人
当
た

り
の
受
診
件
数
お
よ
び
受
診
料
が

増
加
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

歳
出
そ
の
２
〜
老
人
保
健
拠
出
金

に
か
わ
っ
て
後
期
高
齢
者
支
援
金

が
新
設
〜

　

今
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
創
設
さ
れ
、
老
人
保
健
制

度
が
廃
止
と
な
っ
た
た
め
、
老
人

保
健
拠
出
金
（
同
⑮
）
が
大
幅
な

減
額
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
へ
の
支
援
金
（
同
⑫
）
が
新

設
さ
れ
ま
し
た
。

　

歳
出
全
体
で
は
、
老
人
保
健
拠

出
金
の
減
額
に
よ
り
、
前
年
度
比

率
で
98
・
０
％
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
保
険
給
付
費
の
増
額
に
よ
り

厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
加
入
者
の

約
３
分
の
２
が
退
職
国
保
か
ら
通

常
の
国
民
健
康
保
険
（
一
般
国
保
）

に
移
行
し
た
た
め
で
す
。

　

ま
た
、保
険
税
﹇
一
般
分
﹈（
同

②
）
に
つ
い
て
は
、
退
職
国
保
か

ら
の
移
行
に
よ
り
増
収
と
な
る
は

ず
で
し
た
が
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
創
設
に
よ
り
、
75
歳
以
上

の
加
入
者
が
一
般
国
保
を
脱
退
し

歳
入
そ
の
１
〜
保
険
税
と
退
職
交

付
金
が
大
幅
な
減
収
に
〜

　

左
表
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、

歳
入
の
中
で
は
退
職
者
医
療
制
度

（
退
職
国
保
）
の
加
入
者
が
納
め

る
保
険
税
﹇
退
職
分
﹈（
表
中
②
）

と
退
職
者
医
療
制
度
の
加
入
者
の

医
療
費
を
基
金
が
補
て
ん
す
る
退

職
交
付
金
（
同
⑥
）
が
大
幅
な
減

収
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

減
収
の
理
由
は
、
退
職
者
医
療

制
度
が
改
正
さ
れ
、
加
入
上
限
年

齢
が
75
歳
か
ら
65
歳
に
引
き
下
げ

わ
た
し
た
ち
の
国
保

わ
た
し
た
ち
の
国
保
国
民
健
康
保
険
ガ
イ
ド

国保加入世帯
13,030世帯
被保険者数
24,630人

（平成20年８月31日現在）
お問い合わせ先
保　険　課
☎㉕1116

総合支所健康福祉課
☎721331
（内線315）
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『
み
ん
な
健
康
』
で

『
国
保
も
健
康
』

　

ふ
だ
ん
、
医
療
機
関
で
診
察
を

受
け
た
場
合
に
か
か
る
お
金
の
う

ち
、
み
な
さ
ん
が
負
担
す
る
の
は

１
〜
３
割
で
す
。
で
は
、
残
り
の

金
額
は
一
体
ど
の
よ
う
に
ま
か
な

わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

残
り
の
金
額
の
う
ち
約
半
分
は
、

国
・
県
で
負
担
（
退
職
国
保
を
除

く
）
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
残
っ
た

半
分
を
み
な
さ
ん
が
納
め
た
保
険

税
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
医
療
費
が
増
え
る
と

国
保
の
負
担
が
増
え
る
、
そ
の
負

担
を
ま
か
な
う
た
め
、
保
険
税
の

値
上
げ
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
自
身
の
た
め
、
そ
し

て
健
全
な
国
保
財
政
の
運
営
を
図

る
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
の
健
康
管

理
へ
の
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、
国
保
加
入
者
を
対
象

に
次
の
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
人
間
ド
ッ
ク
助
成
金

対
象　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す   

　

人
（
世
帯
）

①
１
年
以
上
継
続
し
て
国
保
に
加

　

入
し
て
い
る
こ
と

②
35
歳
以
上
の
人

③
国
保
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

加
入
者
の
経
済
的
負
担
を

や
わ
ら
げ
る
た
め
の
制
度

　

国
保
加
入
者
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
制

度
が
あ
り
ま
す
。

※
た
だ
し
、
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
る
世
帯
は
、
原
則
と
し
て
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

◇
出
産
育
児
一
時
金
代
理
受
領

　

こ
の
制
度
は
、
出
産
予
定
日
の

１
か
月
前
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と

で
、
通
常
で
は
出
産
し
た
際
に
本

人
に
支
給
さ
れ
る
出
産
育
児
一
時

金
（
35
万
円
）
が
、
直
接
医
療
機

関
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
す
。

※
申
請
の
際
は
、
医
療
機
関
の
承

諾
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
限
度
額
適
用
認
定
証

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、

本
人
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
の

金
額
は
高
額
療
養
費
と
し
て
本
人

に
払
い
戻
し
さ
れ
ま
す
。（
払
い
戻

し
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。）

　

た
だ
し
、
70
歳
以
下
の
人
が
入

院
し
た
場
合
、
事
前
に
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
、

医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
本

人
の
支
払
い
が
本
人
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。（
残
り
の
金
額

は
国
保
か
ら
医
療
機
関
に
支
払
わ

れ
ま
す
。）

※
本
人
負
担
限
度
額
は
、
加
入
者

の
所
得
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

•
上
位
所
得
者

月
額
１
５
０
、
０
０
０
円

•
一
般　

月
額
８
０
、
１
０
０
円

•
住
民
税
非
課
税
世
帯

月
額
３
５
、
４
０
０
円

国
保
税
が
年
金
か
ら

国
保
税
が
年
金
か
ら

天
引
き
に
な
り
ま
す

天
引
き
に
な
り
ま
す

　

10
月
か
ら
国
保
税
の
徴
収
方
法

が
公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
に
な
り
ま
す
。

対
象　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

　

す
世
帯

①
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
、
世

　

帯
内
の
加
入
者
全
員
が
65
歳
か

　

ら
74
歳
ま
で
で
あ
る
こ
と

②
世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上
の

　

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
こ

　

と
③
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
と
国
保

　

税
の
合
計
が
、
公
的
年
金
受
給

　

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
こ

　

と
※
対
象
世
帯
に
つ
い
て
は
、
10
月

上
旬
に「
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

＊
国
保
税
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

　

わ
せ
は
左
記
へ

★
課
税
課
☎
㉕
１
１
２
２

助
成
額　

２
万
円

※
人
間
ド
ッ
ク
受
検
料
が
２
万
円

以
下
の
場
合
、
助
成
額
は
受
検
料

と
同
額
に
な
り
ま
す
。

◇
特
定
健
康
診
査

　

こ
の
健
診
は
、『
内
臓
脂
肪
症
候

群
（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
）
』に
着
目
し
た
も
の
で
、
今
年

度
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。（
対
象

者
に
は
通
知
を
発
送
し
て
い
ま

す
。）

対
象　

40
歳
以
上
の
人

※
た
だ
し
、
妊
娠
中
の
人
、
施
設

入
所
者
、
長
期
入
院
患
者
、
人
間

ド
ッ
ク
の
受
検
者
（
結
果
を
提
示

し
た
人
）
は
除
き
ま
す
。

◇
特
定
保
健
指
導

　

特
定
健
康
診
査
ま
た
は
人
間
ド
ッ

ク
（
結
果
を
提
示
し
た
人
）
の
結

果
、
内
臓
脂
肪
症
候
群
ま
た
は
そ

の
予
備
軍
と
特
定
さ
れ
た
人
の
う

ち
、
必
要
性
の
高
い
人
を
優
先
し

て
保
健
指
導
を
実
施
し
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
案
内
の
通
知
を
差

し
上
げ
て
い
ま
す
。

　９月末日までが有効期
限の保険証（灰色）に替
わる新しい保険証（ピン
ク色）を９月下旬に「配
達記録郵便」で送付しま
した。
　配達記録郵便の受け取
りには受領印が必要です。
また、不在時には「郵便物お預かりのお知らせ」が投か
んされますので、指示に従って受け取ってください。
　郵便局での保管期限を過ぎた保険証は市に返送されま
す。この場合、10月中旬ごろに市から受領の案内を差し
上げます。
※なお、国民健康保険税を滞納している一部の世帯は、
納税相談の後にお渡ししますので、郵送はしていません。

保険証が更新されました保険証が更新されました
届きましたか？

新保険証はピンク色が目印です

健康管理に
気をつけま
しょう

国保マスコット
健康まもるくん
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